
平成29年 第４回人事委員会 会議結果 

 

１ 日 時 

  平成29年２月23日（木）   13時30分から14時10分まで 

 

２ 場 所 

  札幌市役所本庁舎 人事委員会会議室 

 

３ 出席者 

  委員長  大塚 龍児 

  委 員  濱田 雅英 

  委 員  祖母井 里重子 

  幹 事  事務局長、次長、調査課長、任用課長 

 

４ 議 題 

  議案第５号 条例案に対する意見について（札幌市立学校教育職員の給与に関する条

例及び県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等

に関する条例の一部を改正する条例案） 

  議案第６号 条例案に対する意見について（札幌市立学校教育職員退職手当条例の一

部を改正する条例案） 

  議案第７号 条例案に対する意見について（札幌市職員の勤務条件に関する条例等の

一部を改正する条例案） 

  議案第８号 条例案に対する意見について（札幌市立学校教育職員の勤務条件に関す

る条例の一部を改正する条例案） 

  議案第９号 条例案に対する意見について（札幌市職員の配偶者同行休業に関する条

例の一部を改正する条例案） 

 議案第10号 審査請求（平成29年１月30日付け及び平成29年２月６日付け）の受理

等について 

 

５ 議 事 

 ○ 議案第５号 条例案に対する意見について（札幌市立学校教育職員の給与に関する

条例及び県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整

備等に関する条例の一部を改正する条例案） 

   札幌市立学校教育職員の給与に関する条例及び県費負担教職員の給与負担等の権



限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部を改正する条例案に対する意見

について、事務局から説明が行われ、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第６号 条例案に対する意見について（札幌市立学校教育職員退職手当条例の

一部を改正する条例案） 

   札幌市立学校教育職員退職手当条例の一部を改正する条例案に対する意見につい

て、事務局から説明が行われ、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第７号 条例案に対する意見について（札幌市職員の勤務条件に関する条例等

の一部を改正する条例案） 

   札幌市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例案に対する意見につ

いて、事務局から説明が行われ、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第８号 条例案に対する意見について（札幌市立学校教育職員の勤務条件に関

する条例の一部を改正する条例案） 

   札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案に対する

意見について、事務局から説明が行われ、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第９号 条例案に対する意見について（札幌市職員の配偶者同行休業に関する

条例の一部を改正する条例案） 

   札幌市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例案に対する意見

について、事務局から説明が行われ、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第10号 審査請求（平成29年１月30日付け及び平成29年２月６日付け）の受

理等について 

   不利益処分についての審査請求について、事務局から説明が行われ、審議の結果、

受理することが決定された。 

 

 


